
漁業の位置及び区域

基線第十五号から基線第十六号までの木曽川、基点第二十七号と基点第二十八号とを結ぶ線から下流の飛騨川及び深渡川並びにそれらの支派川

基線第十五号　　美濃加茂市古井町下古井地先と可児市今渡地先とに設置された今渡えん堤の下流端の線

基線第十六号　　加茂郡八百津町和知地先と可児市兼山地先とに設置された兼山えん堤の下流端の線

基点第二十七号　加茂郡川辺町下川辺と美濃加茂市下米田町とに架かる青柳大橋の右岸下流端から下流二十四メートルの点

基点第二十八号　加茂郡川辺町下川辺と美濃加茂市下米田町とに架かる青柳大橋の左岸下流端から下流十二メートルの点
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基点第二十七号 基点第二十八号

基線第十五号

基線第十六号

美濃加茂市、可児市、加茂郡八百津町及び可児郡御嵩町

　・夜川網 4統 　

こい漁業、うなぎ漁業

免許番号 　　　　　　　　　　　内共第二十四号

関係地区

行使制限統数

漁場の位置及び区域

漁業権者

漁業の名称

美濃加茂市深田町 2丁目 3番 29 号　日本ライン漁業協同組合

加茂郡八百津町八百津 1088 番地 2　木曽川中流漁業協同組合


